
腟 1日 恥 (),311● |∞嗅∞

アトムプラント株式会社

●|サ |●  ,て,●

`=0ヽ

,

(1)保管場所

ヤ:餃原市中央区口名8489番地,外 1筆 (lo77r)
(2)保なを行う産

―
の種類

廃ノラスチック類xl、 縦くす.木 くず、繊維くず、金属くす※2、 ガラスくす・コンクリートくす及び隋磁絆くずXl※ 2.

(3)保管施設

ア 廃プラスチック類 保奮コンテナ (1塁

'   
保管面積 ■3 8ご   最大保管量  22市

イ 木くず 保管コンテナ (2基〉        保管面積 29 8H  最大保管量  44:r
ウ 金属くず 保爾コンテナ (1塁 )       保督置猥1  7 4“   最大保彗量   8H
エ ガラスくす・コンクリートくず及び陶磁おくす 保管コンテナ (1基 ,

保管面積  7 41ゴ   最大保管壼   8 ilゞ
オ がれき類 保管コンテナ (1基)       保管面積  7 4市   最大保,電   8ぶ
力 上記ア～オ滋合保管ピッ |・

保管面1積  98_ 5“   最大,彗量 119お  保管高さ 2m
キ '':く す 保管コンテナ (1勘        菜管面積  6 8 nF  最大保管量  10■
ク 議1維 くす 保管コンテリ~(1基)       保管面積  7 4″   最機    3r
ケ 廃プラスチック類※1 保警コンテナ (1基) 保管面整  3. 5F  i最大保‐雷量   41デ
コ ガラスくヨ≒コンクリートくす及び陶権器くずxl 保をコンテナ (1基 )

保管面積  3 5ピ  最大保管量   41'
サ がれき類Xl 保管コンテナ (1茎)     保管面積  3 5鷲  最大保管量   4ぽ
ン 査風くすX2、 ガラスくす・コンクリー |ヽ くず及び陶藤藩くず、2 保管コンテナ (1基 )

保管面横  4_2鷲  最大保管壺   3_78言
Xl 石綿含有産業廃棄物を含●
×2水 銀使用製品産業廃葉物を含t,

(注)●綿含有産業廃葉物を含む旨又は水銀使用製品産業菫来物を含む旨い ない種類については.石締含す蛎 1又は本釧焙
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産業廃棄物を保管できない.
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可 証産 業 廃 棄 物

許可 の 年 令和 2年  1月 24日

令和  7年  1月 23日

4ヽ ブと

所
　
名

住
　
氏

3許 可の条件

第 6回

(以 下余 自)

8種類 )

2年

政令 1

な くず、ホ くず 、様護 く

,― |・ くず及 び陶磁器 く

3号物 (コ ンクリー ト固

2年  1月 24日
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1事 業の範囲

(1)業 の区分

収集 ‐運搬 (積替 え保管 を除 く。

(2)産業廃棄物の種類
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神奈川県指令 央セ第 32号 -121 許 可番 号 O1402000400

産業廃棄物収集運 1舟受業許可証
00Pヽ

住  所    神奈川県相模原市中央区日名 8489番 地 1

氏  名    ア トムプラン ト株式会社
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代表取締役 柏原 義信

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 14条 第 1項 の許可を受けた者であることを証する。

計可の年月 FI

許 i可 の有効年月日

神 奈川 県 知事 黒  岩  祐

令和 4年 7月 22日
(初 回許可年月日 昭和 63年 6月 3()日 )

令和 9年 6月 4日
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事業の範囲
(1)事業の区分

収集・運搬 (積替・保管を除く。 )

(薔il

(712)

積 ,・ え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は
保管を行う産業′[棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み 1,げ ることができる高さ
な し

3 許可の条件
な し

` 
許可の更新又は変更の状況
令和 4年 7月 22日  更新許可

5.積替え許可の有無   有
相模原市    許可番号:09810()00400

()規 It」 第 9条 の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無     無

備考
「5 積替え許可の有無」 :【 は、

廃栞物の処理及び清掃に世す る,律  

“

]4条第 1■  の計
'を

■ |十 た者 てあら■とを ,・ =7,.

5ま替え許可の有無    無

6規則第9条の2第 8項の規定による許可証の提出の有無 無
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東京都知事

,'|…_=´t・ ―; 認定香号 _5-22-A0098


